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｢彦根市情報公開条例｣と｢彦根市個人情報保護条例｣の概要 

情報公開条例 

（H17.4.1 から一部改正してスタート）  

個人情報保護条例 

（H17.4.1 から全面改正してスタート）  

 

１ 目的  

   

市が保有する情報を市民の皆さんから

の請求により公開することにより、市の

仕事やその内容を理解していただく制度

です。  

市民の知る権利と市の説明責任を明ら

かにするとともに、市民の市政への参加

を進め、民主的で公正かつ透明性の高い

市政の推進を図ることを目的としていま

す。  

 

 

２ 実施機関  

  

市長、教育委員会、選挙管理委員会、

公平委員会、監査委員、農業委員会固定

資産評価審査委員会、消防長および議会  

  

 

３ 公文書の定義  

 

実施機関の職員がその事務に関し職務

上作成し、または取得した文書、図画、

写真、フィルムおよび電磁的記録（録音

テープ、フロッピーディスク、ＣＤ－Ｒ

ＯＭ等）で、組織的に保有しているもの  

＊ ただし、次のものは、除く。  

① 官報、公報、新聞その他不特定多数の

者に販売することを目的として発行され

るもの  

②   図書館、博物館等の施設で歴史的もし 

くは文化的な資料または学術研究用の資

料として特別の管理がされているもの  

 

１ 目的  

  

市が保有する個人情報が適正に管理され

ているかを、本人からの請求に応じて開示

することにより、市民の皆さんに安心して

いただく制度です。  

市の個人情報の適正な取扱いに関し必要

な事項を定めるとともに、市が保有する個

人情報の開示、訂正および利用停止を求め

る権利を明らかにして個人の権利利益の保

護を図り、公正で適正な行政運営を図るこ

とを目的としています。  

 

２ 実施機関  

 

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、

公平委員会、監査委員、農業委員会固定

資産評価審査委員会、消防長および議会  

 

 

３ 公文書の定義  

 

実施機関の職員がその事務に関し職務

上作成し、または取得した文書、図画、

写真、フィルムおよび電磁的記録（録音

テープ、フロッピーディスク、ＣＤ－Ｒ

ＯＭ等）で、組織的に保有しているもの  

＊ ただし、次のものは、除く。  

① 官報、公報、新聞その他不特定多数の

者に販売することを目的として発行され

るもの  

②   図書館、博物館等の施設で歴史的もし  

くは文化的な資料または学術研究用の資

料として特別の管理がされているもの  
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４ 請求の種類  

 

①  公開請求（第５条）  

公文書の公開（閲覧、視聴および写しの

交付）を求める権利  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 請求の種類  

 

①  開示請求（第１５条）  

   市の公文書に記録されている自分の個

人情報の閲覧、視聴および写しの交付を

請求できる権利  

 

②  訂正請求（第３０条）  

  開示を受けた自分の個人情報の内容が

事実でないと認めるとき、その訂正（追

加・削除を含む。）を請求できる権利  

 

③  利用停止請求（第３８条）  

開示を受けた自分の個人情報が、次の

いずれかに該当する場合、市が保有する

個人情報の利用の停止、消去または提供

の停止を請求できる権利  

ア 市が、利用目的の範囲を超えて個人

情報を保有しているとき。  

イ 市が、利用目的の範囲を超えて個人

情報を取得したとき。  

ウ 市が、適法かつ適正な方法によらず

に個人情報を取得したとき。  

エ 市が、本人から取得するべき個人情

報を本人以外から取得したとき（例外

あり）。  

オ 市が、思想、信条、宗教等の社会的

差別の原因となる個人情報を取得した

とき（例外あり）。  

カ 市が、保有する個人情報を利用目的

以外の目的に利用しているとき（例外

あり）。  

キ 市が、保有する個人情報を利用目的

以外の目的のために市以外のものに外

部提供しているとき（例外あり）。  

ク 市が、電子計算機等の結合による提

供の制限に違反して保有する個人情報

を市以外のものに提供しているとき。  
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５ 公開請求ができる情報  

 

 すべての公文書  

 

 

６ 公開請求ができる人  

 

 何人（誰でも）請求できます。  

 

 

 

 

 

７ 請求から決定までの期間  

 

①  公開決定等（第１２条）  

公開請求があった日から起算して（数

えて）１５日以内に決定  

  

 

 

 

 

 

 

８ 市の公文書の公開義務  

 

原則として、すべての情報が公開となり 

ます。ただし、例外として次のいずれかに

該当する情報は、公開できません。  

（第７条）  

（部分公開はできる場合があります。）  

 

①  個人に関する情報（例外規定あり）  

②  法人等の情報または事業を営む個人の  

当該事業に関する情報で、公開により、そ

の法人等またはその個人の権利、競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれが

あるもの等  

 

５ 開示請求等ができる情報  

 

 公文書のうち、個人情報が記録されてい

るもの  

 

６ 開示請求等ができる人  

 

 市に自分の個人情報があれば、その本人

が自己情報を開示請求できます。  

訂正請求・利用停止請求については、開

示決定に基づき開示を受けた情報につい

て、その本人が請求できます。  

 

７ 請求から決定までの期間  

 

①  開示決定等（第２２条）  

開示請求書を受理した日から起算して  

（数えて）１５日以内に決定  

② 訂正決定等（第３４条）  

  訂正請求書を受理した日から起算して

（数えて）３０日以内に決定  

③ 利用停止決定等（第４２条）  

  利用停止請求書を受理した日から起算

（数えて）３０日以内に決定  

 

８ 市が保有する個人情報の開示義務  

 

原則として、自己情報はすべて本人に開

示することになります。ただし、例外とし

て次のいずれかに該当する情報は、開示で

きません。（第１７条）  

（部分開示はできる場合があります。）  

 

①  開示請求者本人の生命、健康、生活ま  

たは財産を害するおそれがある情報  

②  開示請求者以外の個人に関する情報

（例外規定あり）  

③ 法人等の情報または開示請求者以外の

事業を営む個人の当該事業に関する情報
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③   公開により、犯罪の予防、捜査その他 

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼ

すことが明らかである情報  

④   法令、条例等の規定により非公開とさ 

れる情報  

⑤ 市、国等の内部または相互間における

審議、検討または協議に関する情報で、

公開により、率直な意見交換や意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれ等が

あるもの  

⑥ 市、国等の事務・事業の情報で、公開

により、その事務・事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれのあるもの  

 

 

 

 

９ 公文書の管理  

 

① 実施機関は、「彦根市公文書管理規則」

に基づき、公文書を適正に管理しなけれ

ばなりません。（第３３条）  

②   実施機関は、公文書の検索に必要な

「公文書目録」を作成し、一般の利用に

供さなければなりません。（第３４条）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、開示により、その法人等またはその

個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの等  

④ 開示により、犯罪の予防、捜査その他  

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼ

すことが明らかである情報  

⑤ 法令、条例等の規定により不開示とさ  

れる情報  

⑥ 市、国等の内部または相互間における

審議、検討または協議に関する情報で、

開示により、率直な意見交換や意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれ等が

あるもの  

⑦ 市、国等の事務・事業の情報で、公開

により、その事務・事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれのあるもの  

 

９ 市が保有する個人情報の管理  

 

①  実施機関は、利用目的を達成するため

に必要な範囲内で、保有個人情報が過去

または現在の事実と合致するよう努めな

ければなりません。  

② 実施機関は、個人情報の保護に関する

責任体制を明確にし、個人情報の漏えい、

滅失、き損および改ざんの防止に努める

など、個人情報を適正に管理しなければ

なりません。  

③ 実施機関は、保有する必要のなくなっ

た個人情報については、確実に、かつ、

速やかに廃棄または消去しなければなり

ません。（以上第９条）  

④ 実施機関は、「個人情報ファイル目録」

を作成し、一般の閲覧に供さなければな

りません。（第１４条）  
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１０ 罰則  

 

①  彦根市情報公開審査会委員  

⇒・１年以下の懲役または５０万円以下

の罰金（第３９条）  

 

 

 

 

１０ 罰則  

 

①  実施機関の職員（職員であった者）  

⇒・２年以下の懲役または１００万円以

下の罰金（第６４条）  

 ・１年以下の懲役または５０万円以下

の罰金（第６５条・第６６条）  

② 受託業者の従事者（従事していた者）  

⇒・２年以下の懲役または１００万円以

下の罰金（第６４条・第６７条）  

 ・１年以下の懲役または５０万円以下

の罰金（第６５条・第６７条）  

③ 彦根市個人情報保護審議会委員  

 ⇒・１年以下の懲役または５０万円以下

の罰金（第６８条）  

④ 偽りその他不正の手段で保有個人情報

の開示を受けた者  

 ⇒・５万円以下の過料（第６９条）  
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「情報公開条例による公開」と「個人情報保護条例による開示」 

 

条 例 名 請求権の名称 請求権者 公開・開示の対象 

情報公開条例 公開請求 何人（制限なし） 実施機関の情報 

個人情報保護条例 開示請求 本人 本人の個人情報 

 

市の公文書「○○○報告書」 
               
○○○報告書        

                        内は個人情報 
・・・・・・・・・・・・・    
 近江太郎氏は、△△△△。  
 ・・・・・・・・・・・・・       
 彦根花子氏は、××××。  
・・・・・・・・・・・・ 
                           

 
              情報公開条例 

○○○報告書       誰に対しても、同じ基準で同じように公開する。 
                    
・・・・・・・・・・・・・  ＊ 近江太郎氏本人、彦根花子氏本人から請求が 
    子氏は、××××。     あった場合でも、個人情報は公開しない。 
 ・・・・・・・・・・・・・       
 彦根花子氏は、×××× 
・・・・・・・・・・・・ 
                  

 
              個人情報保護条例 

○○○報告書       本人に対してのみ本人の個人情報を開示する。 

                    
・・・・・・・・・・・・・  ＊ 近江太郎氏本人に対してのみ、近江太郎氏の 
 近江太郎氏は、△△△△。      個人情報を開示する。 
 ・・・・・・・・・・・・・       
  
・・・・・・・・・・・・ 
                                        

    


